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民
間
航
空
の
安
全
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣

条
第
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
協
定
は
、
我
が
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
で
、
高
い
水
準
の
民
間
航
空
の
安
全
等
に
つ
い
て
の
協
力
を
促
進
す
る
た
め
、

双
方
の
航
空
当
局
に
よ
る
重
複
し
た
検
査
、
監
督
等
を
可
能
な
限
り
省
略
す
る
た
め
の
枠
組
み
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ

り
、
二
〇
二
〇
年
（
令
和
二
年
）
六
月
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
署
名
さ
れ
た
。
こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
二
十
一
箇
条
及
び
末

文
並
び
に
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
附
属
書
一
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
両
締
約
者
は
、
耐
空
証
明
書
及
び
民
間
航
空
製
品
の
監
視
等
の
各
分
野
に
お
け
る
協
力
の
実
施
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民

間
航
空
に
関
す
る
基
準
等
が
十
分
に
同
等
の
水
準
の
安
全
性
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
に
合
意
す
る
場
合
に
は
、
適
合
性
認
定

及
び
証
明
書
の
相
互
受
入
れ
の
た
め
の
条
件
及
び
方
法
を
定
め
る
個
別
の
附
属
書
を
作
成
す
る
。

二
、
各
締
約
者
は
、
附
属
書
に
定
め
る
条
件
に
従
い
、
他
方
の
締
約
者
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
認
定
機
関
が
行
う
適
合
性
認

定
及
び
こ
れ
ら
の
機
関
が
交
付
す
る
証
明
書
を
受
け
入
れ
る
。

三
、
両
締
約
者
は
、
四
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
か
つ
、
自
己
の
関
係
法
令
に
従
い
、
附
属
書
の
対
象
と
な
る
民



二

間
航
空
製
品
等
に
関
連
す
る
事
故
等
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
自
己
の
技
術
機
関
が
利
用
可
能
な
も
の
を
相
互
に
提
供
す

る
。

四
、
各
締
約
者
は
、
自
己
の
法
令
に
従
い
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
他
方
の
締
約
者
か
ら
受
領
し
た
デ
ー
タ
及
び
情
報
の
秘
密

性
を
保
持
す
る
。

五
、
一
方
の
締
約
者
は
、
他
方
の
締
約
者
が
こ
の
協
定
に
基
づ
く
義
務
に
対
す
る
重
大
な
違
反
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
二
の
規

定
に
基
づ
く
受
入
れ
の
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
す
る
権
利
を
有
す
る
。

六
、
附
属
書
一
は
、
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
合
性
認
定
及
び
証
明
書
の
相
互
受
入
れ
の
た
め
の
条
件
及
び
方
法
を
記
述
す
る

も
の
と
し
て
、
耐
空
証
明
書
、
環
境
証
明
書
、
設
計
証
明
書
及
び
製
造
証
明
書
に
関
す
る
分
野
に
お
け
る
協
力
の
実
施
の
た

め
に
作
成
す
る
。

七
、
こ
の
協
定
は
、
そ
の
効
力
発
生
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
手
続
が
完
了
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
外
交
上
の
公
文
を
両
締

約
者
が
交
換
し
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
こ
の
協
定
は
、
そ
の
効
力
発
生
ま
で
の
間
、
両
締
約
者
の
法
令
に
従
い
、
署
名
の

時
か
ら
暫
定
的
に
適
用
さ
れ
る
。


